
 

徳島市監査委員告示第９号 

 

地方自治法第１９９条第７項の規定に基づき、財政援助団体等監査を実施したので、同条第

９項の規定によりその結果を公表する。  

 

  令和８年３月３１日 

 

徳島市監査委員  笠 井 寿 範 

同     藤 原   晃 

同     須 見 矩 明 

同     藤 田 真由美 

 

財 政 援 助 団 体 等 監 査 結 果 報 告 書 

 

第１ 監 査 の 対 象 

１ 監査対象団体   公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社 

（出資団体及び公の施設の指定管理者） 

２ 所 管 部 課   都市建設部 公園緑地課 

３ 対 象 期 間 等   令和７年４月１日から令和７年１２月３１日までに執行した出

資及び公の施設の指定管理に係る出納その他の事務 

４ 監査対象団体の概要 

(1) 目   的    都市の環境美化、都市防災、健康・レクリエーション、安らぎ等

精神的充足の場となる等多様な機能と役割がある公園緑地の管理

運営、利用促進事業を通して、市民生活に安らぎと快適な空間を

提供するとともに、緑化の推進啓発に関する事業を行うことによ

り緑豊かなまちづくりを促進し、もって地域社会の健全な発展に

寄与することを目的とする。 

(2) 設立年月日    昭和６０年３月２９日 

(3) 基 本 財 産    10,000,000 円（徳島市出資比率 50.0％） 

(4) 事 務 所    徳島市渋野町䭜西５９番地の１ 

(5) 職 員 数    役員１０人、常勤職員１５人（社員７人、準職員・嘱託職員８人） 

(6) 指 定 管 理  

   ア 施  設  名   徳島市都市公園１１７施設及びとくしま植物園緑の相談所 

   イ 指 定 期 間   令和７年４月１日から令和１２年３月３１日まで 

   ウ 指定管理料   令和７年度 204,600,000 円 

 

第２ 監査の実施期間 

令和８年１月１６日から令和８年３月２６日まで 

 

第３ 監 査 の 方 法 

出資の目的に沿って事業が適切に運営されているか、出資及び公の施設の指定管理に係



る出納その他の事務の執行が適正かつ効率的に行われているかどうかを主眼として実施し

た。 

監査を実施するに当たっては、あらかじめ様式を定めて必要な資料の提出を求めるとと

もに、関係職員から事務事業の概況について説明を受け、関係諸帳簿及び書類等に基づき、

照合その他通常実施すべき監査手続で、原則として試査により実施した。 

 

第４ 監 査 の 結 果 

公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社の出資及び公の施設の指定管理に係る出納その

他の事務の執行は、おおむね適正に処理されていたが、団体では、次のとおり改善・検討

を要する事項が見受けられた。当該指摘事項について、必要な措置を講じたときは、地方

自治法第１９９条第１４項の規定に基づき、その旨を監査委員に通知されたい。 

なお、その他軽易な事項については、口頭により所管部課に対し改善及び団体への適切

な指導を求めた。 

 

 〇団体（公益財団法人 徳島市公園緑地管理公社） 

  １ 指定管理料の受領について、必要な会計伝票が確認できなかった。 

会計規程第 9 条第１項に「一切の取引に関する記帳整理は、会計伝票により行うもの

とする」、同規程第 18 条に「金銭の出納は、会計責任者の承認印のある会計伝票に基づ

いて行わなければならない」とあるものの、指定管理料（Ⅰ期）の受領に関する会計伝

票が確認できなかった。 

 会計規程に基づき、適正な事務処理を実施されたい。 

 


